
相続は財産だけでは 

ありません 

相続債務にはご注意ください 

被相続人が亡くなって相続が開始される

と、相続人が集まって遺産分割協議を行い

ます。遺産分割協議で相続財産の分割を受

けなくとも、相続債務は引き受けなければ

なりません。 

どういうことかと言うと、 

両親と子供一人の家族で、アパートを所

有していた父が亡くなり、母がその後の生

活のためにアパートを相続したようなケー

スで、アパート建設のための借金が残って

いた場合、銀行はその借金の返済をアパー

トを相続しなかった子供にも請求できます。 

債権者にとって、相続人が勝手に決めた

遺産分割協議に拘束されることはなく、相

続人全員に法定相続分に応じた分割債務を

請求できるのです。 

そうならない為には債権者である銀行等

に承認を得ておく必要があります。 

遺産分割協議書は、相続人の間では有効

ですが、債権者には意味がありません。 

 

心配な場合は相続放棄を 

相続財産を受け取らず、相続債務に不安

があるときは家庭裁判所に申立てをして相

続放棄を受けることができます。 

相続放棄を受ければ被相続人の債務に関

する追及はありません。 

相続放棄は自己のために相続があったこ

とを知ってから３ヶ月以内に家庭裁判所に

申立てしなければなりません。 

「知ってから」というのは、相続人と言え

ども疎遠な場合もあり、知らないうちに相

続債務の請求を受けない為の措置です。 

 

相続とは権利と義務を引き受けます 

相続では財産等権利だけでなく、債務等

の義務も相続するのです。 

遺産分割協議をおこなう時は財産の分け

方ばかりに目が行きがちですが、相続放棄

をしないのであれば、債務の引き受け方も

きちんと取り決め、債権者の承認を得てお

く必要があります。 
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立派なビルだけれど、借金コ

ンクリートなので相続放棄

しようかな････ 


